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デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う 

宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について 

 

 

令和３年５月 12 日に成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備

に関する法律」（令和３年法律第 37号。以下「整備法」という。）において、行政手続

及び民間手続に係る国民の負担や利便性の向上を図るため、押印を求める行政手続・

民間手続について、その押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等に

ついて電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われた。 

 

整備法の施行に伴い、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法

律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令（令和３年政令第 224 号。

以下「整備政令」という。）及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する省令（令和３年国土交通

省令第 53号。以下「整備省令」という。）が制定され、所要の規定の整備が行われた

ところである。 

 

これに伴い、下記のとおり通知するので、貴団体におかれては、貴団体加盟の宅地

建物取引業者等に対する周知・徹底を図られたい。 

 

 

記 

 

 

１．宅地建物取引業法関係の改正内容について 



      

 

・整備省令により、宅地建物取引業者がその従業者に携帯させなければならないと

されている従業者証明書における押印規制を廃止する。 

 

２．積立式宅地建物販売業法関係の改正内容について 

・整備省令により、積立式宅地建物販売業者がその従業者に携帯させなければなら

ないとされている従業者証明書における押印規制を廃止する。 

 

３．マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係の改正内容について（マン

ション管理業関係） 

・整備法により、重要事項説明書及び契約の成立時の書面における管理業務主任者

の押印規制を廃止するともに、所要の改正を行う。 

・整備政令により、管理業務主任者が交付する重要事項説明書の電子化に関する手

続について所要の改正を行う。 

・整備省令により、マンション管理業の登録を受けようとする者の本人確認書類の

例示に個人番号カードの写しを加える。 

・整備省令により、管理業務主任者が交付する重要事項説明書及び契約の成立時の

書面の電子化に関する手続について所要の改正を行う。 

・整備省令により、マンション管理業者がその従業者に携帯させなければならない

とされている従業者証明書における押印規制を廃止する。 

 

４．住宅宿泊事業法関係の改正内容について（住宅宿泊管理業関係） 

・整備省令により、住宅宿泊管理業の登録を受けようとする者の本人確認書類の例

示に個人番号カードの写しを加える。 

・整備省令により、住宅宿泊管理業者がその従業者に携帯させなければならないと

されている従業者証明書における押印規制を廃止する。 

 

５．賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律関係の改正内容について 

・整備省令により、賃貸住宅管理業者がその従業者に携帯させなければならないと

されている従業者証明書における押印規制を廃止する。 

 

以上 

 


